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１．入会申込書類について 

 

２．記入上の注意等 

 入会申込書は、記入漏れのないようご確認ください。なお、訂正される場合修正テープ等は使用せず

二重線で見え消しのうえ、訂正ください。 

 家庭調書の緊急連絡先には、必ず日中連絡が可能な連絡先をご記入ください。 ご自宅の電話番号

だけでなく、緊急時等に確実に連絡が取れるご両親の携帯電話や勤務先などの連絡先の記載もお願い

します。近年、自然災害等が各地で頻発しており、緊急を要してお迎え等のご連絡をする場合がありま

すので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 
 

３．入会申込みに係るスケジュール等（※予定） 

 

 

 

 

※ 面談が必要な方については、別途こども支援課より連絡いたします。 

※ 決定後、各クラブにおいて、利用する児童全員にスポーツ安全保険に加入していただきます。 

必 

要 

書 

類 

①令和 8年度最上町放課後児童クラブ入会申込書兼家庭調書 

児童 1名につき 1部提出してください。 

②保護者が就労等により日中家庭にいない（保育の必要がある）ことを証明する書類 

就労については、就労証明書をご提出ください。 

＊求職中、健康上等その他の理由については、こども支援課にご確認ください。 

＊兄弟で同時申込の場合 1部の提出でかまいません。 

※就労証明書の有効期限は 3か月間になります。 

申込書提出時点で、3か月以内に就労証明書等を提出した方で、記載内容に変更が 

無い場合は省略することができますので、こども支援課にご確認ください。 

① 

申請 

（１月） 

④ 

決定 

（３月） 

●受付期間●  令和８年 1 月 9 日（金）～ 1 月 30 日（金） 

●提 出 先●  最上町教育委員会 こども支援課  

※申込書は、こども支援課・各放課後児童クラブでお渡しいたします。 

 ※郵送での申請は受付けておりません。 

●問合せ先●  最上町教育委員会 こども支援課（役場内）☎0233-43-2247 

この案内には、お子様の放課後児童クラブの入会に関して必要な手続きや提出書類 

など重要なことを記載しています。必ず内容をご確認のうえ、お申込みください。 

  なお、現在入会されている方についても継続利用を希望される場合は申込みが必要 

となります。 

※定員を超過した場合は、家庭状況を確認のうえ、利用調整や不承諾となる場合があります。 

 

⑤ 

利用開始 

（４月～） 

② 

面談 

（申請後～２月） 

③ 

利用調整 

（申請後～２月） 

決定通知を送付します。 


